
税務課　徴収推進室　☎32－5091
健康福祉課　　　　　☎32－1105

問

【カードの受け取り、電子証明書の更新】

【カードの申請、暗証番号の再設定】

【マイナンバーカードの交付に関する手続きについて】

住民環境課　☎32－1104問

●６月休日窓口開設日

開設日 ６月10日（土）・11日（日）・24日（土）・25日（日） 受付時間　９時～ 17時まで

●持ち物 ＜カードの受け取り＞

＜電子証明書の更新＞

10

※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※カードの受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以内および数字４桁） 
　を決めておいてください。
予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

　マイナンバーカードの申請および暗証番号の再設定は、住民環境課にて受け付けします。平日（月～金曜日）８時30分
から17時15分までにお越しください。カードの申請および暗証番号の再設定は予約不要です。
　なお、カードの申請はオンライン申請が便利です。スマートフォンやパソコンなどを使って既に送付されている個人番
号カード交付申請書のQRコードを読み取り、マイナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレス
や顔写真などの必要事項を登録することでマイナンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「QRコード付
き交付申請書でマイナンバーカードをつくろう！ https://mynumbercard.soumu.go.jp」をご覧ください。

　マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新の手続きについて、マイナンバーカードの専用窓口を開設しています。
窓口は完全予約制です。予約については、平日（月～金曜日）８時30分から17時15分まで電話にて受け付けします。

　納期限を経過した納付書を使用した場合、納付日までに加算された督促手数料および延滞金について、担当課にて別途
納付書を発行しますので、早めにご連絡ください。
※電話や文書などで催告を行う場合があります。
　なお、延滞金も法令などにより納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。

　法律の定めによって、納期限から20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。また、納期限の
翌日からは、滞納する本税などが完納するまでの間、延滞金が加算され、納付が遅れるほど増額します。

　町税などは、私たちの暮らしを支える様々な施策の貴重な財源であり、定められた期限（納期限）までに自主的に納めて
いただくものです。町税などを納め忘れると「滞納」となり、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになりますの
で、必ず納期限までに納付してください。

交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
マイナンバーカード

次回の休日窓口開設日は、７月８日（土）・９日（日）・22日（土）・23日（日）です。
システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町のホームページでご確認ください。

■納期限を経過すると・・・
【督促手数料や延滞金について】

【納期限後の納付について】

養老支局（養老町押越 1129-2）
窓口営業時間：月～金 (10:30 ～ 16:00）

地域の防災・防犯情報を

リアルタイムに放送中 !

●インターネット ●ケーブルスマホ


